
平成 21 年 2 月 27 日 

 

「創業 113 年からのスタート い
・

い
・

サ
・

ービスキャンペーン」 

第七弾「積立投信キャンペーン」の実施について 

 

 

足利銀行（頭取 藤沢 智）は、平成 21 年 3 月 2日 (月) より、お客さまの資産づ

くりを応援するため、「創業 113 年からのスタート い
・

い
・

サ
・

ービスキャンペーン」  

の第七弾として、「積立投信キャンペーン」を実施いたします。 
 

記 
 

１．キャンペーンの内容 

キャンペーン期間中、積立投信をご契約いただき、ご契約の翌月から 3 ヵ月

連続してご購入代金の口座引落しが確認できた個人のお客さまに、もれなく 

「クオカード」500 円分をプレゼントいたします。 

 

２．キャンペーンにおける留意点 

（１）ご契約の口数・金額にかかわらずおひとりさま 1 回限りとなります。 

（２）インターネットバンキングでのご契約も対象となります。 

（３）すでにご契約のある積立投信のご購入代金の増額は対象となりません。 

 

３．取扱期間 

平成 21 年 3 月 2 日（月）から平成 21 年 4 月 30 日（木）まで 

 

４．取扱店 

当行本支店 

※一部お取り扱いできない店舗があります。 

以  上 

 

 

 

 

 

積立投信のご案内につきましては、次ページに記載しております。 



■積立投信のご案内 

＜ご利用いただける方＞ 

個人および法人のお客さま。当行の普通預金（総合）口座および投資信託受益権振替決済

口座の開設が必要となります。 

＜購入単位＞ 

1 万円以上 1,000 円単位（年 2回まで増額月と増額金額のご指定ができます）。 

＜ご購入対象商品＞ 

当行が指定するファンドの中からご指定いただけます。（1ファンド 1万円から複数ファン

ドを組み合わせた購入が可能です）。 

＜購入代金引落日・積立方法＞ 

毎月ご指定の引落日（6日、16 日、26 日の中からお客さまにご指定いただきます）に、指

定口座から自動振替によりご指定のファンドを買い付けます。なお、ご購入代金に対象フ

ァンドの販売手数料、消費税相当額が含まれます。 

＜中途換金＞ 

いつでもご換金できます。（ただし、海外市場休業日など、中途換金できない日もあります）。 

＜引落指定口座＞ 

投資信託受益権振替決済口座と同一名義の普通預金（総合）口座に限ります。 

＜取引内容の変更等＞ 

指定するファンド、振替日、ご購入金額、特定月、特定月ご購入金額の変更の場合は、次

回振替日の４営業日前（インターネットバンキングは２営業日前の 13 時）までに、お申し

出ください。 

＜お手続き＞ 

投資信託お取引店へ、お届出印・お通帳・ご本人確認書類をご持参ください。 

 

積立投信のご留意事項                            

● 引落日が銀行休業日の場合は、翌営業日に引落しいたします。 

● カードローン、総合口座当座貸越利用による引落し購入はできません。 

● 引落日前日に指定口座の最終支払可能残高が引落金額に満たないときは引落しは不成

立となり、当該月の購入は行ないません。 

● ご指定の引落日において、複数ファンドの総引落金額が指定口座の最終支払可能残高が

引落金額に満たない場合、買い付けの優先順位は当行が決めさせていただきます。 

 



商号 株式会社足利銀行 

登録金融機関 関東財務局長（登金）第４３号 

加入協会 日本証券業協会 

投資信託のご留意事項                            

投資リスク 投資信託は、値動きのある証券（株式、債券など）に投資しますので、

市場環境等により基準価額が変動します。また、外貨建資産に投資する場合には、為

替相場の変動による影響も受けます。したがって、元本・分配金は保証されているも

のではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を下回るおそれがあります。  

費用等 お申込みにあたっては、当行所定のお申込手数料（お申込金額に対し最大

3.15％(税込)）がかかるほか、保有期間中は信託報酬（信託財産純資産総額に対し実

質最大 年 1.995％ (税込)）がかかります。また、換金時に信託財産留保額が基準価額

から差し引かれます。その他の費用として、監査報酬、有価証券等売買時の売買委託

手数料、外貨建資産保管費用、信託事務の諸費用等の費用がかかります。また、その

他の費用および手数料等の合計額については、お申込金額、保有期間等により異なる

ため表示することができませんのでご了承ください。 

 

● 投資信託は、預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 

● 投資信託は、設定・運用を投信会社が行う商品です。 

● 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。 

● 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 

● 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、特定日にしか換金できな

いものがあります。 

● お申込みの際は、最新の「契約締結前交付書面（目論見書・補完書面）」をお渡ししま

すので、内容を十分お読みのうえ、ご自身でご判断ください。「契約締結前交付書面（目

論見書・補完書面）」は、当行本支店の店頭にご用意しております。 

● 当行では、お客さまに合った商品をご提案しております。ご相談の内容によりましては、

ご購入いただけない場合もございますので、予めご了承ください。なお、一部お取扱い

できない店舗があります。 

 

                               （平成 21 年 2 月 27 日） 

                                    


